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新型コロナウイルス感染症対策に係る活動について（１２月１９日以降）（お願い） 

  

  平素より、本協会の諸事業につきまして格別のご理解・ご協力を賜り厚くお礼申し上げま

す。 

さて、新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴い、警戒度が「３」から「４」へ引き上げ

られました。 

つきましては、少年（高校生以下）の活動は学校における部活動と同様に扱うこととして、

下記のとおりとしますので、「新しい生活様式」を踏まえ、感染防止対策を講じたうえで、

適切に対応をお願いします。 

  

記 

 

  １． 活動する際は、競技特性や活動内容に応じた感染防止対策を徹底する。 

 

  ２． 対外試合や合同練習及び冬季休業中の少年の活動は自粛とする。宿泊を伴う活動

についても、自粛とする。ただし、全国大会等への参加及びそのための練習は除く。 

 

― 参考 ―     

・群馬県ホームページ https://www.pref.gunma.jp/05/am49_00064.html 

「県外移動を自粛すべき地域」の情報は群馬県ホームページに随時更新されますの      

で常に新しい情報を得るようお願いいたします 

 

・新型コロナウイルス感染症に係る「警戒度引上げ」に伴う県立学校の対応等について（写） 
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